
18２０１7．3 広報なかの

４
月
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

（
総
合
事
業
）
が
始
ま
り
ま
す
。

　
６５
歳
以
上
の
全
て
の
方
が
、
住

み
慣
れ
た
地
域
で
で
き
る
だ
け
自

立
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
、
身

体
の
状
態
や
必
要
性
に
合
わ
せ
た

さ
ま
ざ
ま
な
介
護
予
防
と
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
が

４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
事
業

者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
が
参
画

し
、
幅
広
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
で
、
地
域
の
支
え
合
い
の

体
制
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
高
齢
者
の
皆
さ

ん
が
で
き
る
限
り
介
護
予
防
に
努

め
、
地
域
や
家
庭
の
中
で
何
ら
か

の
役
割
を
担
い
な
が
ら
生
活
で
き

る
よ
う
に
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

何が変わるの？

平成 29 年３月まで 平成 29 年４月から

介護サービス（要介護１～５）

介護予防サービス（要支援１・２）

○介護予防訪問リハビリテーション
○介護予防通所リハビリテーション
○介護予防訪問入浴介護
○介護予防福祉用具貸与　　　　など

○介護予防訪問介護（ホームヘルプ
サービス）
○介護予防通所介護（デイサービス）

介護サービス（要介護１～５）

介護予防サービス（要支援１・２）

総合事業

介護予防事業 移行

変更なし

変更
なし

介護予防・生活支援サービス事業

移行

一般介護予防事業

○訪問型サービス：ホームヘルパーなど
　による掃除洗濯などの支援
○通所型サービス：デイサービスなどに
　通い、運動やレクリエーションを日帰
　りで行う

要支援認定を受けている方は
　　　　　　　　　大きな変更はありません
　事業の枠組みが変わる以外は、サービス内容などに
大きな変更はありません。
　料金体系や事業所・提供者が変更になる可能性はあ
りますが、原則現在と同じサービスを利用できます。

介護予防サービスの一部が
　　　　　　　　　「総合事業」に移行します
　要支援１または要支援２の認定を受けた方が利用して
いる介護予防サービスのうち、「介護予防訪問介護（ホー
ムヘルプサービス）」と「介護予防通所介護（デイサー
ビス）」が「総合事業」に移行します。
　市では、現行のサービスを受けている方が、現在と変
わらずにサービスを利用できる体制を保ちながら、４月
から新たにサービスを提供していく予定です。

※対象者　65歳以上の全ての方

※対象者
　○要支援１・２の方
　○基本チェックリストで生活機能の低下が
　　あると判断された方



19 ２０１7．3広報なかの

新
制
度
移
行
の
時
期
は

○
新
た
に
要
介
護
認
定
を
申

請
す
る
方

　
平
成
29
年
４
月
１
日
以
降

に
申
請
し
た
方
か
ら
新
制

度
サ
ー
ビ
ス
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

○
現
在
、
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方

　
現
在
、
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
は
、
平
成
30

年
３
月
31
日
ま
で
に
順
次

新
制
度
サ
ー
ビ
ス
へ
移
行

し
ま
す
。

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

と
は

　
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

は
、
日
常
生
活
に
必
要
な
機

能
が
低
下
し
て
い
な
い
か
を

調
べ
る
2５
項
目
の
質
問
表
で

す
。
介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
み
を
希

望
す
る
場
合
に
は
、
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
判

定
で
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
ま
す
。

総合事業の利用の手順

65 歳以上で生活上で困っていることがある。介護予防に取り組みたいという方は．．．

高齢者支援課（地域包括支援センター）に相談する

問い合わせ先
高齢者支援課介護予防包括支援係（中野保健センター内）☎（２２）２１１１（内線３６６）

介護保険の認定申請をする

要介護１～５ 要支援１・２ 非該当

基本チェックリストによる判定を受ける

生活機能の低下
がみられる方

自立した生活
が送れる方

介護サービス
が利用できます

介護予防サービス
が利用できます

介護保険によるサービス

ケアマネジメント
地域包括支援センターなどで、介護
予防・日常生活支援サービスを利用
するため、本人や家族と相談し、ケ
アプランを作成（利用計画を作成）

※要支援１・２と判定された方は、「介護予
防サービス」と「介護予防・生活支援サー
ビス事業」の利用が可能です。重複するサー
ビスは利用できません。

※総合事業の対象者になった後や、サービス
利用後でも、要介護認定を申請することが
できます。

要介護１～５の方 要支援１・２の方

介護予防・生活支援
サービス事業
が利用できます

要支援１・２の方、または
基本チェックリストで生活
機能の低下がみられる方

一般介護予防事業
が利用できます

65 歳以上の全ての方

総合事業によるサービス

スタート

※介護保険の認定には、約１カ月かかります。


